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※１ （仮称）「群馬県農業農村振興計画 2030」については、令和８年第１回定例会において提案・議決

される予定です。 

※２ （仮称）「群馬県野菜振興計画 2026」および（仮称）「群馬県花き振興計画（第８次）」について

は、いずれも令和８年４月１日を計画始期として策定を進めているものです。 
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農業者育成対策（就農促進対策） 

【予算額 ３４，４１８千円】 

※有機農業等就農サポート強化【予算額 ２２,００８千円】含む  

 

 
対策のポイント 

  

新規就農者の確保・育成を図るため、就農相談窓口での情報提供や就農相談を

実施するとともに、農業体験や技術習得研修など就農へのハードルを下げる取組

を実施します。また、産地受入体制の整備により本県への就農を促進するととも

に、有機農業に関する就農支援策を強化します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・農業従事者が減少する中、本県農業を担う新規就農者の確保・育成が重要となっています。 

・近年は、農家以外から新たに就農を希望する新規参入者が増加傾向にあります。 

 ・新規参入にあたっては、営農に必要な経営技術の習得が必要です。 

 ・環境負荷低減や資源循環型農業の取組拡大が求められています。 

 

 
政策目標 

  

新規就農者数（６５歳以下） ２４０人／年 

 

〈主な内容〉 

（１）情報発信・就農相談会・セミナーの開催等                ４,８０３千円 

   ポータルサイトによる就農情報の発信や、データベースによる就農相談者情報の管理を

行います。また、首都圏等で開催される就農相談フェアへの出展により県内への就農を促

進するとともに、県内就農相談窓口では就農に向けた各種支援を行います。加えて、次代

を担う高校生等を対象に、農業理解促進のためのセミナーを開催します。 

（２）農業体験（短期［２日間、７日間］、長期［１か月間］）             ７３６千円 

   就農相談者に向けて、農業の理解促進や農作業の適性を確認するための短期農業体験や

技術習得研修への適性を確認するための長期農業体験を実施し、円滑な就農を支援しま

す。 

（３）実践的な農業研修                          ４,８１２千円 

   就農希望者に対して、先進農家等での長期研修の機会を提供し、就農に必要な知識・技

術の習得を促し、農業者として必要な経営力を鍛えます。 

（４）地域における新たな担い手受入活動支援                                ５７９千円 

   地域ぐるみで新規就農者の確保・育成に取り組む「産地受入協議会」等に対し、就農相

談フェア出展・視察ＰＲ資料作成などの活動費を支援します。 

（５）群馬県農業公社の就農促進支援体制の強化               ２１,４８８千円 

   農業経営・就農支援センター（群馬県農業公社）の就農促進支援体制を強化し、有機農

業等での就農希望者への支援も拡大していきます。 

（６）農地の受け手確保に向けた新規就農者誘致環境整備事業（国庫）   ２，０００千円 

   地域の関係機関が連携した誘致体制づくり、就農前後の総合的支援などを一体的に支援

します。 

［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課農業者育成室 農業者育成係 027-226-3064（直通）］ 
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新規就農者育成総合対策 

【予算額 ４３５,６１９千円】 

 
対策のポイント 

  

 研修時や経営開始時の支援のための給付金や機械・施設等の導入のための補助金

を交付し、新規就農者の確保・育成を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・農業従事者が減少傾向にある中、本県農業を担う新規就農者の確保・育成が重要となって

います。 

・新規就農にあたっては、技術習得、資金・農地の確保等が課題となっています。 

・新規就農者が農業により生計を立てるために早期の経営確立が図られるように支 

援が必要です。 

 

 
政策目標 

  

新規就農者数（６５歳以下） ２４０人／年 

 

 

〈主な内容〉 

（１）給付金事業                                    １８４,７１９千円 

ア 就農準備資金（給付金） 

研修期間中の研修生に対して資金を給付します。 

就農予定時に 49 歳以下の研修生に年間 165 万円の給付金を最長２年間給付 

 イ 経営開始資金（給付金） 

新たに経営を開始する者に対して資金を給付します。 

経営開始時に 49 歳以下の認定新規就農者に年間 165 万円の給付金を最長２年間給付 

 

（２）経営発展支援事業                                  １００,９００千円 

・就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を補助します。 

［対 象 者］49 歳以下の認定新規就農者 [補 助 率］3/4 以内 

［補助金上限］750 万円（経営開始資金交付対象者は 375 万円） 

・円滑な経営継承・発展の取組を後押しするために、機械・施設の修繕等に要する費用を補 

助します。（経営開始資金との併用は不可） 

 ［対 象 者］将来像が明確化された地域計画等に位置付けられる 49 歳以下の認定新規就農者等 

［補助金上限］900 万円 

 ［対象経費］ア 機械・施設等の修繕、移設、撤去等に要する経費 

       イ 機械・施設の導入等に要する経費 

 ［補 助 率］ア 1/2 以内 

        イ 3/4 以内 

 

（３）地域農業構造転換支援対策（新規就農者チャレンジ事業）         １５０,０００千円 

 ・地域農業の構造転換を進めるため、新規就農者の機械・施設の導入を補助します。 

［対 象 者］64 歳以下の認定新規就農者 [補助率] 購入 3/10 以内 

［補助金上限］個人 1,500 万円、法人 3,000 万円 

 

［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課農業者育成室経営資金係 027-226-3042（直通）］ 
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農業経営力向上事業 

【予算額 ６０,０００千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 群馬県農業の将来を担う力強い経営体の育成を目的として、①認定新規就農者の

就農初期の経営安定、②認定農業者等の意欲ある担い手の経営向上、③企業等の大

規模な営農開始に必要な施設整備や機械導入に要する経費の一部を補助します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県の農業は、農業従事者の高齢化や減少、農地面積の減少など、農業生産基盤の脆弱

化が危惧されています。 

・こうしたなか、力強い農業構造の確立を目指し、生産基盤整備による生産性の向上や経営

の効率化、農業新技術の導入による省力化や高品質生産を推進して、群馬県農業の将来を

担う力強い経営体を育成していく必要があります。また、新たな担い手である企業等の農

業参入を推進していく必要もあります。 

・そこで、①認定新規就農者の就農初期の経営安定、②認定農業者等の意欲ある担い手の経

営向上、③新たな担い手である企業等の大規模な営農開始に必要な施設整備や機械導入に

要する経費の一部を補助します。 

 

 
政策目標 

  

 令和１２年度までに 

○新規就農者数（６５歳以下） ２４０人／年 

○販売金額１,０００万円以上の農業経営体の割合  ３４％ 

○農業参入した企業数     １５０法人 

 

〈主な内容〉 

（１）新規就農者支援 

◆支援対象者：認定新規就農者 

  ◆補 助 率：1/2 以内 

◆補 助 上 限：施設整備 3,000 千円、機械導入 2,000 千円 

（２）担い手支援 

  ◆支援対象者：認定農業者、集落営農組織、農地所有適格法人、農業者の組織する団体等 

  ◆補 助 率：3/10 以内（一部 15/100 以内） 

◆補 助 上 限：施設整備 3,000 千円、機械導入 2,000 千円 

（３）企業等参入支援 

◆支援対象者：群馬県に新規参入する企業・農業法人等 

  ※次の①～③の条件を全て満たす者とする。 

①法人格をもつ者、②認定農業者（既に認定農業者協議を行っており、計画承認ま

でに認定が確実な者も含む）、③群馬県で新たに農業参入する者又は群馬県で新た

に農業参入後３年以内の者 

  ◆補 助 率：3/10 以内 

◆補 助 上 限：施設整備 20,000 千円、機械導入 10,000 千円 

 ［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課 企業参入・経営基盤強化係 027-226-3019（直通）］ 
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農福連携推進 

【予算額 ５８，０８１千円】 

 

 
対策のポイント 

  

農業者の労働力不足解消、多様な担い手の確保等を目的として、農業分野におけ

る障害者雇用、福祉事業所への作業委託及び福祉事業所の農業参入等を推進するた

め、①農福連携の意義・取組や農業経営におけるメリットを周知するとともに、②

農福連携に取り組む農業者等の環境整備を支援します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県の農業分野における労働力不足が顕在化している中で、農政部、健康福祉部、産業

経済部及び教育委員会の関係機関が協力して、『農福連携』による障害者の就労や雇用機

会の創出を更に進めていくことが必要となっています。 

・農福連携は、障害者にとっては賃金向上や生きがいにつながり、農業者にとっては作業委

託や雇用による労働力の確保につながるなど、双方にとって多くのメリットがあります。 

・令和６年５月に障害者等の農業に関する活動の環境整備が盛り込まれた「食料・農業・

農村基本法」が改正され、環境づくりが進められています。 

・農業は多様な人材を受け入れられる産業であり、障害者の活躍が地域農業の発展・振興に

つながることが期待されています。 

 

 
政策目標 

  

農福連携に取り組む主体者数（農業者、福祉事業所等）の増加 

６２者（Ｒ６年度）→１１７者（Ｒ１２年度） 

 

 

〈主な内容〉 

（１）農福連携モデル普及検証事業                                      ５,０８１千円 

 ・農福連携ワンストップ窓口により、関係機関と協力の上、農福連携による農作業委託等を

希望する農業者と福祉事業所等とのマッチングを進めます。 

・農業者が福祉事業所等に依頼する農作業委託等の取組について、その経済性を評価すると

ともに作業方法等を示したデジタル手引を作成します。 

 ・県内外の農福連携先進事例の視察研修会を開催します。 

 

（２）農福連携環境整備支援モデル事業                               ３,０００千円 

 農福連携に取り組む農業者等に対して、障害者等が働きやすい環境づくりのための農機

等の購入やトイレの整備に係る費用、初めての農作業委託に係る費用等、販路開拓につな

げるためノウフクＪＡＳ認証取得費用等の一部を補助します。 

     

（３）農山漁村振興交付金（農福連携型）の活用【国庫】                ５０,０００千円 

障害者等が関わる農業生産・加工・販売施設の整備、地域での農福連携の推進、普及啓

発及び専門人材の育成に係る取組を支援します。 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課 経営体支援係 027-226-3024（直通）］  
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ぐんま Agri×NETSUGEN 共創（企業的経営体育成対策） 
【予算額 ２８,８７６千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 県で保有する農業経営体等の情報や官民共創スペースである NETSUGEN を活用

し、農業経営体等とスタートアップ等のマッチングや課題解決実証を進め、オープ

ンイノベーションにより、本県農業の課題を解決します。農業の課題解決に資する

スタートアップの革新的技術・サービスを実証し、有効性が確認されたサービス等

については、社会実装を促進します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・地域・農業者（農業経営体等）：過疎化、鳥獣被害、遊休農地の増大、農業者の高齢化、労

働力不足、販売単価の低迷などの課題を抱えています。 

・民間事業者（スタートアップ等）：革新的な技術力を蓄積していますが、実証する場所や機

会を持っていません。 

・農業経営体等とスタートアップ等の民間事業者とのマッチングにより、双方の課題解決と育

成を支援します。 

 

 
政策目標 

  

経営感覚に優れた企業的経営体の育成 

課題解決実証件数（累計）：１８件（Ｒ６年度）→５４件（Ｒ１２年度） 

 

 

〈主な内容〉 

（１）マッチング事業  

・「ぐんま Agri×スタートアップ共創センター」を運営し、県内農業の現状や課題を洗い出

しの上、この解決に資するスタートアップ等や地域や経営の課題等を解決したい農業経営

体等をリスト化します。 

・県が両者のマッチングを図るため、セミナーやピッチイベント等の開催、意見交換や農場

視察等を実施します。 

 

（２）課題解決実証（プロポーザル公募型：委託費上限３,５００千円／件）  

・公設試験場における試験研究や県内農業生産者・団体との協働による現地実証など、革新

的技術やサービスの検証を行います。 

・実証事業は、業務委託により実施します。委託先は、技術・シーズを持つスタートアップ

等と実証フィールドを保有する農業経営体等から成る共同事業体（コンソーシアム）を公

募し、審査の上で決定します。 

［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課 経営体支援係 027-226-3024（直通）］ 
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農業近代化資金等融通対策 

【予算額 １２７,７９９千円】 

［債務負担 ２７９,６２９千円］ 

 

 
対策のポイント 

  

 農業経営に必要な施設資金等の長期資金に対して利子補給を行い、貸付利率を低

減し、農業者等の負担軽減と経営改善を進めます。 

 

 

〈背景／課題〉 

・持続可能な農業構造への転換を推進するとともに、次代の本県農業を担う力強い担 

い手を育成し、効率的で安定した農業経営を実現できるよう支援する必要がありま 

す。 

・資材・飼料などの価格高騰による農業経営費負担の増加や、農産物の販売価格低迷 

 など、農業をとりまく環境が厳しい状況にあるため、農業者への支援が必要です。 

 

 
政策目標 

  

認定農業者を中心とした意欲ある農業者への農業経営に応じた資金融通の円滑化 

 

 

〈主な内容〉 

（１）農業近代化資金 【利子補給対象融資枠 ３０億円】 

施設や機械の導入など経営改善等をするために、農業者等が利用する農業近代化資金に 

対して利子補給をすることにより、低利な資金として円滑な融通を図り、農業経営の近代 

化を支援します。 

 

（２）農業経営負担軽減支援資金 【利子補給対象融資枠 ５千万円】 

営農に係る既往借入金の償還負担の軽減を図るために農業者が利用する農業経営負担 

軽減支援資金に対して利子補給をすることにより、農業経営の改善を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課農業者育成室 経営資金係 027-226-3042（直通）］ 
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総合農政利子負担軽減対策 

【予算額 ２０,７０１千円】 

［債務負担 ５１,５５５千円］ 

 

 
対策のポイント 

  

 農業近代化資金等の制度資金に対し、県独自の利子補給等を行い、農業者等の

負担軽減と経営改善を進めます。 

 

 

〈背景／課題〉 

・地域農業の中核である認定農業者や組織経営体（集落営農組織）などを支援し、競争力の 

ある農業経営体の育成・確保を図る必要があります。 

・資金ニーズの調査や利用実績等から、農業者等の経営方針や県施策の方向性に適した資金

体系が必要です。 

・農業者等が無担保・無保証人で制度資金を利用できるように、農業信用基金協会の債務保

証制度の維持が必要です。 

 

 
政策目標 

  

認定農業者を中心とした意欲ある農業者への農業経営に応じた資金融通の円滑化 

 

 

〈主な内容〉 

（１）総合農政利子負担軽減 【利子補給対象融資枠 ２３億円】       １８,５５５千円 

 認定農業者等利子軽減 

経営改善等のために、認定農業者、集落営農組織、エコファーマーが利用する農業近 

代化資金等に対して利子補給（助成）をすることにより、負担の軽減を図り、地域農業 

の中核を担う経営体等の強化を支援します。 

 

（２）担い手育成債務保証確立対策                         ２,１４６千円 

無担保・無保証人による債務保証制度を維持するため、農業信用基金協会が必要に応じ 

て取り崩しができる「特別準備金」の積立に対して補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課農業者育成室 経営資金係 027-226-3042（直通）］ 
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担い手への農地集積・集約化 
【予算額 １９６，３４２千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 担い手への農地集積・集約化を推進するため、「農地中間管理機構」の運営に

係る経費を補助します。また、新たな担い手として期待される農外企業等の県内

への農業参入を促進します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県の農業は、農業従事者の高齢化や減少、農地面積の減少など、農業生産基盤の脆弱

化が危惧されています。 

・こうしたなか、力強い農業構造の確立に向けて、生産性の向上や経営の効率化を図るため

に担い手への農地集積・集約化を推進するとともに、農地の有効利用を行うために遊休農

地の発生防止及び解消に取り組んでいきます。また、新たな担い手である企業等の農業参

入を推進します。 

 

 
政策目標 

  

令和１２年度までに 

・担い手への農地集積率  ５８％ 

 

 

〈主な内容〉 

（１）農地中間管理機構事業                  １４５,７５０千円 

農地中間管理機構の農地の貸借に関する手続き等の活動（機構の運営及び機構が借り受 

けた農用地の保全管理）を支援します。 

（２）遊休農地解消対策事業          ２,５００千円 

農地中間管理機構が遊休農地を借り受け、簡易な整備を行ったうえで、担い手に農地集

積・集約化する取組を支援します。 

（３）農地売買支援事業        ９,４６９千円 

農地中間管理機構による農地を買い入れ、売り渡す事業を支援します。 

（４）農地集積・集約化促進支援事業                    ８７６千円 

（５）機構集積協力金交付事業                    ２９,６２２千円 

農地中間管理機構への貸借・農作業受委託を通じて、農地の集積・集約化に取り組む地 

域等に対し、協力金を交付します。 

（６）群馬県農業構造改革支援基金積立                  ４８６千円 

（７）ぐんま農業法人等誘致促進モデル事業               ７,０００千円 

新たな担い手である農外企業や県外農業法人等に対して、群馬県内への農業参入を促進

します。 

（８）その他事務費等                          ６３９千円 

 

 

 ［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課 企業参入・経営基盤強化係 027-226-3019（直通）］ 
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農地利用最適化促進 

【予算額 ５,８８９千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 遊休農地の発生防止や担い手等が荒廃した遊休農地等を再生利用するために必

要な経費の一部を補助します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県では、市町村等が行う遊休農地の発生防止、担い手等が荒廃した遊休農地等を引き

受けて農地を再生利用する取組を支援しています。 

・しかし、中山間地域における遊休農地は依然として多い状況となっています。一方、新た

な担い手である企業や農業法人等の農業参入を促すためには、営農を開始する農地を整備

する際の費用負担を軽減する必要があります。 

 

 
政策目標 

  

 令和１２年度までに 

・再生利用した農地面積（令和元年からの累計）  ３,２５０ha 

・農業参入した企業数     １５０法人 

 

 

〈主な内容〉 

（１）遊休農地再生利用事業                       ３,７７５千円 

①発生防止農地の荒廃を防ぐ取組に要する経費の一部を補助 

  ・交付単価：定額 20 万円以内／件 

（交付単価の範囲内で市町村の負担額の２分の１を市町村に交付） 

②再生利用・集積荒廃した農地の再生に要する経費の一部を補助 

    ・交付単価：平坦地：50 千円/10a、中山間地域：150 千円/10a 

      （交付単価の範囲内で市町村の負担額の２分の１を市町村に交付） 

   ＜大規模な遊休農地解消に向けた取組の交付単価＞ 

    ・交付単価：平坦地：100 千円/10a、中山間地域：200 千円/10a 

      （交付単価の範囲内で市町村の負担額の２分の１を市町村に交付） 

      【要件】遊休農地を含む耕作する農地面積 

・中山間地域以外：３ha 以上、中山間地域：１ha 以上 

（２）最適土地利用総合対策事業                     ２,０００千円 

中山間地域等における農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用
構想を策定し、遊休農地解消後の粗放的な土地利用等に係る経費の一部を補助 

（３）その他事務費等                            １１４千円 

 

 

 

 ［お問い合わせ先：農政部農業構造政策課 企業参入・経営基盤強化係 027-226-3019（直通）］ 
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小規模農村整備 

【予算額 ６４３,５００千円】 

 

 
対策のポイント 

  

市町村や土地改良区等が実施する、働きやすい農地等生産基盤の整備や、暮ら

しやすい農村づくりのための生活環境整備等、農村地域の多様な要望に対応した、

きめ細やかな保全・整備を実施します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・農業、農村を取り巻く環境は、農業生産基盤の未整備、農業従事者の高齢化や担い手不足

等により、耕作されない農地が増加している状況です。 

 ・地域農業を維持・保全していくため、国庫補助事業の対象とならない小規模な農業生産基

盤整備や農村環境整備が必要とされています。 

 ・近年の野生鳥獣による農業被害、集中豪雨の多発による農地や農業用施設への被害など、

地域の農業を継続していく上で大きな問題となっています。 

 
政策目標 

  

・農業生産基盤や、農村地域の保全・整備（１３１地区）を補助し、地域農業の維

持並びに農村地域の振興を図ります。 

・地域住民が参加する地域ぐるみで行う農村整備や、鳥獣被害の防止対策等 （２

９地区）を補助します。 

 

 

〈主な内容〉 

１ 事業メニュー 

 （１）農業生産基盤保全整備           １２２地区（５６３,８９２千円） 

 地域条件に適した農業生産基盤の整備を進めるため、ほ場整備・農業用用排水路・暗

渠排水・農作業道など、生産基盤の保全整備に補助します。 

 （２）農村地域保全整備               ９地区（ ４１,６４２千円） 

    農村集落内の道路や排水路などの環境整備、農地・農業用施設の災害復旧及び自然環

境等に配慮した保全整備構想の作成、安全で災害に強い農村づくり及び生活環境の改善

など、農村集落機能における維持・保全整備に補助します。 

 （３）特別対策                  ２９地区（ ３０,２７１千円） 

    増え続ける鳥獣被害から農業生産施設を守る対策や、田んぼダムによる流域治水対策

など、農村地域が抱える課題に対応した取組に補助します。 

  

 ２ 事業主体（支援対象者） 

    市町村、土地改良区等 

  

 ３ 補助率 

    1/3～1/2 以内、ただし農業用施設災害復旧は 65％ 

   ※農業生産基盤保全整備において、担い手等への農地集積率を現状から 10％ 

    以上増加させる場合は、補助率 10％を上乗せする。 

     ※財政力指数 0.75 以上の市町村は補助率を低減補正する。 

 

［お問い合わせ先：農政部農村整備課計画評価係 027-226-3154（直通）］ 
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農山漁村地域整備 

【予算額 ９９７,８２５千円】 

 

 
対策のポイント 

  

地域の特色を活かした農山漁村地域の総合的な整備により、農産物の高付加価値

化等による競争力ある「攻めの農業」を展開するとともに、国土強靱化に向けた防

災・減災対策を実施します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・地域の特色を活かした地域活性化を図るためには、地域の創意・工夫によって、生産現場

の強化につながる農林水産業の基盤整備を進めることが重要です。 

・また、農山漁村地域において、豪雨・地震の頻発化・激甚化に対応するためには、防災・

減災対策を推進することが必要です。 

・このため、県の裁量による事業の実施が可能な、交付金等の制度を活用し、地域の実情に

合わせた基盤づくりに取り組みます。 

 

 
政策目標 

  

・農業生産基盤の整備等により、農業の生産振興と経営の改善・安定を図ります。 

・農業水利施設を整備し、安全で災害に強い農村地域を目指します。 

 

 

〈主な内容〉 

（１）農地整備                       ３地区（３０４,８４８千円） 

   生産振興及び経営の改善・安定を図るため、農業生産性の向上や畑作経営の合理化に必

要な整備や農業用施設の保全対策を実施します。 

    

（２）水利施設整備                      ５地区（４０７,９７７千円） 

      農業水利施設にかかるライフサイクルコストを低減するため、老朽度に応じた保全計画の作

成及び対策を実施します。 

 

（３）農村集落基盤再編・整備                 １地区（２８５,０００千円） 

      安全で災害に強い農村づくりに向けて、農地等への湛水被害を軽減・防止するための排水対

策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農村整備課整備係 027-226-3160（直通）］ 
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農業競争力強化基盤整備 

【予算額 ９２１,６４２千円】 

 

 
対策のポイント 

  

農業競争力強化を図るため、農地の大区画化や汎用化、農業水利施設の整備等を行

い、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化、高収益作物の導入等を推進

します。 

農業水利施設の長寿命化や水路のパイプライン化等の整備など水利用の効率化・水

管理の省力化を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・未整備な生産基盤では、大型農業機械の導入や農地の集積・集約化が進まないことから区

画整理を実施し、生産性の向上を図ることが重要です。さらに、畑地かんがい施設の整備

により高収益作物の導入を促進するなど、農業競争力を高めていくことが必要となってい

ます。 

・また、農業水利施設では、多くの施設の老朽化が進行しており、施設改修が集中すること

が課題となっています。 

 

 
政策目標 

  

・ 農業生産基盤の整備と農地中間管理事業などを活用した担い手への農地集積を促

進し、農業経営の安定を図ります。 

・ 農業水利施設の保全対策と整備を実施し、農業用水の安定供給と水管理の省力化

を図ります。 

 

 

〈主な内容〉 

（１）農地整備・農地中間管理機構関連            ５地区（５２２,２２５千円） 

農業生産性の向上を図るための区画整理を実施するとともに、農地中間管理事業を活用

した担い手への農地集積を促進します。 

 

（２）水利施設整備                         ２地区（ ５０,０００千円） 

既存の農業水利施設を有効活用する機能保全計画に基づいて、農業水利施設の補修や補

強、更新等の保全対策を実施します。また、農業水利施設の水管理の省力化を図るための

整備を実施します。 

 

       

（３）畑地帯総合整備                  １０地区（３４９,４１７千円） 

畑地域における区画整理、畑地かんがい施設等の農業生産基盤整備を実施します。 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農村整備課整備係 027-226-3160（直通）］ 



13 

 

野菜花き生産力強化 

【予算額 ２６０,０００千円】 

 
対策のポイント 

  

 野菜・花きの生産基盤を強化し、その持続的発展を促進するため、意欲ある生産

者に対し、各種施設・機械等の整備・導入に係る費用の補助を行います。 

 

 

〈背景／課題〉 

・野菜は本県農業産出額の約４割を占める基幹部門であり、花きは多様な環境条件の下で特

色ある品目が栽培されています。 

・資材価格の高騰により、経営改善を図るための施設整備や農業機械導入に伴う費用負担が

増加しています。 

・また、異常気象（記録的な高温）による収穫量の低下等の影響が懸念されるため、高温へ

の対策が急務となっています。 

 

 
政策目標 

  

（令和１２年目標） 

・野菜産出額 １，１５０億円 

・花き産出額    ６０億円 

 

 

〈主な内容〉 

１ 野菜メニュー                         １６４,０００千円 

（１）大規模経営体育成（補助率 3/10 以内） 

   認定農業者が企業的な大規模経営へ発展するための取組に対して補助を行います。 

（２）小規模経営体の生産力向上（補助率 3/10 以内） 

   小規模経営の認定農業者の生産や複数人で戦略的な生産を行う取組に対して補助を行い

ます。 

（３）販売額・労働生産性向上（補助率 3/10 または 1/2 以内） 

   販売額や労働生産性の向上を目指す取組に対して補助を行います。また、販売ＰＲや 

 ＧＡＰ取得の取組に補助を行います。 

 

２ いちごメニュー（補助率 3/10 以内）                ８６,０００千円 

  いちごの生産基盤を強化するための取組に対して補助を行います。 

 

３ 花きメニュー                           １０,０００千円 

（１）高温対策（補助率 3/10 以内） 

   高温対策により品質向上等を目指す取組に対して補助を行います。 

（２）生産力向上（補助率 3/10 以内） 

   生産量の増加や品質向上を目指す取組に対して補助を行います。 

（３）販売力向上（補助率 1/2 以内） 

   販売ＰＲ、ブランド化、輸出等の販売力向上の取組に対して補助を行います。 

 

 

 お問い合わせ先：農政部野菜花き課野菜係 027-226-3124（直通） 

 花き係 027-226-3126（直通） 
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野菜価格安定（野菜生産出荷安定資金造成費補助） 

【予算額 ８７,６３９千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 野菜の供給と価格の安定のための計画的生産・出荷を推進し、野菜生産農家 

の経営と国民消費生活の安定を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・青果物の価格は、天候等の影響を受けて著しく変動するため、生産農家の経営や消費生活を

含め、国民生活に与える影響が大きいです。そのため、野菜生産出荷安定法に基づき、国、

県、生産者、農業団体等によりあらかじめ資金を造成し、価格が著しく低落した際に、価格

差補給金を交付する野菜価格安定制度を実施しています。 

 

 
政策目標 

  

・消費者に対する野菜の安定供給の確保 

・生産者の経営安定化 

 

 

〈主な内容〉 

野菜価格安定制度を実施する上で必要な資金造成額（前年の価格差補給金交付額及び交付予

約数量拡大等に伴う所要額）に対して補助します。 

 

（１） 指定野菜生産出荷安定資金造成費補助(国庫)         ８６,５８２千円 

事業実施主体：(独)農畜産業振興機構 

負担割合：国 60％、県 20％、生産者 20％ 

(重要野菜：国 65％、県 17.5％、生産者 17.5％) 

対象野菜：キャベツ､きゅうり､レタス､なす 他 

 

（２） 特定野菜等生産出荷安定資金造成費補助(国庫)          ０円 

事業実施主体：(公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会 

負担割合：国 1/3、県 1/3、生産者等 1/3 他 

対象野菜：ごぼう､ブロッコリー､にら､こまつな 他 

 

（３） 県青果物生産出荷安定資金造成費補助（県単）        ３７０千円 

事業実施主体：(公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会 

負担割合：県 55％、生産者等 45％ 

対象野菜：生うめ､にがうり､ズッキーニ 他 

 

（４） 他事務費                             ６８７千円 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部野菜花き課野菜係 027-226-3124（直通）］ 
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野菜花き技術対策 

【予算額 ８，３１０千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 野菜、花きの安定生産および生産性向上を図るとともに、より持続性の高い農法

への転換に向けた技術対策、ならびに持続可能な農業の実現のための農業生産工程

管理（ＧＡＰ）の導入推進等に取り組みます。 

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県では、令和５年３月に「群馬県みどりの食料システム基本計画」を策定し、有機農

業を含めた環境保全型農業や温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を推進しています。 

・農業経営の安定化、リスクマネジメントの強化に向けて、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の

導入を推進しています。 

・『群馬県野菜振興計画 2026』および『花き振興計画（第８次）』に基づき、野菜、花きの

生産振興を図っています。 

・県内各地域の実態に応じて、農政課題を踏まえた技術対策を実施しています。 

 

 
政策目標 

  

生産性と環境負荷低減を両立する生産体系への転換に向けた技術導入を図りま

す。 

・有機ＪＡＳ認証         取得者数：Ｒ６年度  ８０戸  → Ｒ９年度 １２０戸 

・施設園芸における環境制御技術導入経営体数 

戸数：Ｒ６年度  １５８戸  → Ｒ９年度 １８０戸 

 

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入推進、取組の定着化及び高度化を図ります。 

・国際水準ＧＡＰの取組組織数   

組織数：Ｒ６年度 ７９組織 → Ｒ９年度 １４０組織 

 

 

〈主な内容〉 

（１）グリーンな栽培体系加速化                     ３，６００千円 

地域の実情に応じた環境にやさしい栽培技術と省力化に資する技術を組み合わせた栽培体

系の検証を行い、技術の転換を図ります。 

 

（２）ＧＡＰの普及推進                         ４，２５０千円 

  ＧＡＰ指導に携わる普及指導員を対象とした研修の実施等によるＧＡＰ指導体制の強化、

農業教育機関のＧＡＰ認証取得支援ならびにＧＡＰの取組への理解促進、取組の定着化と高

度化、認証取得の拡大に向けた活動に取り組みます。 

      

（３）有機土壌実態調査                            ４６０千円 

有機栽培ほ場の土壌分析を通じて、土づくりの技術を検討するとともに、減化学肥料技術

の実証を行います。 

 

［お問い合わせ先：農政部野菜花き課野菜・花き技術係 027-226-3070（直通）］ 
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園芸作物研究 

【予算額 ２９,２６３千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 イチゴ、キュウリ、ナス等野菜の主要品目について、「後継者が育つ儲かる野菜

経営の実現と活力ある野菜産地の実現」を目指し、収量の向上や環境負荷低減を実

現する栽培技術の開発に取り組みます。 

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県の主要な野菜について、産地発展を図るためには、生産者が利用しやすい簡易で効

率的な栽培技術の確立と収量・品質を向上させる技術の確立が必要です。 

・農業技術センターでは、これまでキュウリとイチゴについて収量 50％アップを目指して、

環境制御技術の開発に取り組んできました。炭酸ガス及び細霧施用などで、キュウリは約

90%の増収、イチゴは約 40％の増収を達成しました。 

・今後の課題は、より多くの生産者が活用可能な簡易で効率のよいキュウリ整枝法や、収穫

量の波（増減）を解消するイチゴの肥培管理法、環境に配慮した栽培法などの技術開発が

必要です。  

 

 
政策目標 

  

・安定生産技術の確立 

・環境に配慮した栽培技術の確立 

 

 

〈主な内容〉 

（１）やよいひめ安定生産技術の開発                     ７９３千円 

植物体の栄養状態や気象条件に応じた栽培管理を行うことで、現場で問題となっている

花芽分化の遅れや収穫量の波（増減）を発生させないような安定生産技術を開発します。 

 

（２）次世代ぐんま型キュウリ栽培技術の開発               ４,２１７千円 

   シンプルかつ効率的な整枝法の開発、新しいＩＰＭの確立、ハイブリッド型暖房施設に

おける高単収栽培等の実証により、次世代キュウリ栽培技術の開発を目指します。 

 

（３）露地ナスの減肥・減化学肥料栽培技術の確立             ５,７５７千円 

    露地ナス栽培において化学肥料や総窒素施用量を削減する栽培技術を検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農業技術センター園芸部 0270-61-0066（直通）］ 
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こんにゃく需給安定対策 
【予算額 ２０，４０４千円】 

 
 

対策のポイント 
  

 こんにゃくいもの需給安定と生産農家の経営安定を図るため、新たな複合作物等

に必要な機械導入経費の一部を補助するとともに、こんにゃくの消費拡大に向け学

校給食での活用やＰＲ等に取り組みます。  

 

 

〈背景／課題〉 

・国内生産量の９割以上を占め、群馬県の特産物となっているこんにゃくいもは、製品消費

量の減少が続いて、需給バランスが崩れ、取引価格が不安定になっており、近年の天候不

順と相まって再生産可能な収入確保が難しくなっています。 

・厳しい経営環境により、こんにゃくいも生産者の離農が増加しており、中山間地域を中心

に、多くの不耕作地が発生しています。 

・こんにゃくいもの需給安定と生産農家の経営安定のための対策とともに、こんにゃくの消

費拡大に向けた対策が必要となっています。 

 

 
政策目標 

  

・こんにゃくいもの複合作物の導入や低コスト化を推進し、生産者の経営安定を図

ります。 

・日本の伝統食であるこんにゃくを群馬県内の若い世代をはじめとして広くＰＲし、

こんにゃくの消費拡大と食文化の継承を図ります。 

 
 

〈主な内容〉 

（１）こんにゃく複合経営促進                     １６，２００千円 

 こんにゃくいも生産者が、新たな複合作物生産等に必要な機械導入に対する一部経費を

補助します。 

 

（２）学校給食こんにゃく提供                      ３，５００千円 

県内の全小中学校を対象に計２回給食食材として、しらたきを提供します。 

 

（３）こんにゃく消費拡大                         ７０４千円 

   小学生へのこんにゃく手作りキットの配布、料理コンテストや試食販売会を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部蚕糸特産課蚕糸特産係 027-226-3092（直通）］     
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畜産物流通消費 

【予算額 ７２,５００千円】 

（Ｒ７年度２月補正） 

 
対策のポイント 

  

 ２０３０年の農林水産物・食品輸出額目標５兆円の達成に向け、畜産農家、食肉

処理施設等及び輸出事業者の３者が連携し、生産から輸出まで一貫して輸出促進を

図る体制（コンソーシアム）の取組を更に加速化するため、コンソーシアムが実施

する商談、プロモーション及び輸出先国の求めに応えるための取組に補助金を交付

する。 

 

 

〈背景／課題〉 

・日本の農林水産物・食品の輸出割合は他国と比較しても低く、国内市場依存型となってい

るため、これまでの輸出事業は、生産者が国内市場向けに生産した産品の余剰品を輸出で

きる国だけに輸出するビジネスモデルが主流でした。  

・輸出には、海外現地が要求するスペック（量・価格・品質・規格）で継続的に提供でき、

かつ、輸出先国・地域の衛生検疫規制や規格基準に適合しなければならず、潜在的なニー

ズはあっても多くの産品が輸出できていないのが現状です。  

・今後、農林水産物・食品の輸出拡大を加速させるためには、生産から現地販売までのバリ

ューチェーン全体を、「プロダクトアウト」から「マーケットイン」に徹底的に転換する

ことが不可欠となっています。  

・国の農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の中で、牛肉・豚肉・鶏肉・鶏卵・牛乳乳製品

が重点品目として位置づけられ、本県では牛肉と鶏卵が輸出産地リストに掲載されまし

た。 

 

 
政策目標 

  

 農林水産物・食品の輸出額の拡大 

 

 

〈主な内容〉 

（１）コンソーシアムの設立・運営支援事業【牛肉・鶏卵】       ２７，０００千円 

   産地の畜産農家、食肉処理施設等、及び輸出事業者からなるコンソーシアムが連携して

取り組む、商談や産地の特色を活かしたプロモーション等の取組に補助金を交付。 

 

（２）アニマルウェルフェアの推進、食品衛生管理等に向けた取組支援事業【牛肉のみ】 

４５，５００千円 

   動物福祉対応及び血斑発生低減に向けた取組への支援として、生産農場や食肉処理施設 

における牛への頭絡装着の普及・定着、及び血斑発生低減に向けた取組に奨励金を交付。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先：農政部米麦畜産課畜産経営係 027-226-3103（直通）【牛肉】  

                     畜産振興係 027-226-3106（直通）【鶏卵】 
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養鶏振興 

【予算額 １８,７３７千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 上州地鶏の生産拡大を目的に、畜産試験場のヒナ供給体制を強化するための改良

試験を実施します。また、新規生産農場・飼育面積を増加させるための整備に対し

て補助します。  

さらに、県産鶏卵の消費拡大を推進します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・Ｇ－アナライズ＆ＰＲチームの分析により、上州地鶏のムネ肉には、疲労感軽減に効果が

あるとされるイミダゾールジペプチドの含有量が多いことがわかり、令和４年度から機能

性表示食品として販売が開始され、現在、需要が増加しています。 

・上州地鶏のヒナは畜産試験場が生産農場に供給していますが、近年の猛暑により、親鶏の

繁殖率が低下するとともに、ヒナの死亡率が上昇しており、需要に応じたヒナの供給羽数

が確保できていません。 

・また、ヒナを導入し肥育する生産農場の農場数や飼育面積が不足しているため、設備整備

を推進し、上州地鶏を安定的に供給することが必要です。 

・上州地鶏の供給量を確保することで、上州地鶏の魅力を全国にＰＲしていきます。 

 

 
政策目標 

  

 令和８年度 上州地鶏供給羽数 ７．２万羽 

 

 

〈主な内容〉 

（１）畜産試験場のヒナ改良試験                    ９，３８６千円 

   猛暑による親鶏の繁殖率低下やヒナの死亡率上昇を防止し、ヒナを増産するため、交配

組合せによる改良試験を行います。 

 

（２）新規生産農場・面積の増加対策                  ９，２５９千円 

   新規に生産開始するため、空き鶏舎等を改修する整備に対して補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔お問い合わせ先：農政部米麦畜産課畜産振興係 027-226-3106（直通）〕 
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酪農振興 

【予算額 ２８６,３５９千円】 

 

 
対策のポイント 

  

輸入粗飼料の価格高騰等の影響を受けている酪農家に対して、緊急対策として、

高騰分の一部を支援します。 

関東地区ホルスタイン共進会の出品対策やゲノミック評価を活用することによ

り乳牛改良を推進します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・酪農経営は令和４年度以降、輸入粗飼料などの資材価格が高騰し、厳しい状況にあります。 

・群馬県は、酪農家への直接補助に加え、生産構造の転換に取り組んできましたが、その成

果が出るまでには時間を要するため、依然として、苦しい経営状況にあります。 

・酪農の生産基盤強化のためには、共進会を通した乳牛改良成果の確認とゲノミック評価を

活用した乳牛改良を推進していくことが必要です。 

 

 
政策目標 

  

 生乳生産量 全国第４位の維持 

 

〈主な内容〉 

（１）酪農経営緊急支援                      ２８２，８００千円 

   輸入粗飼料の価格高騰等の影響を受けている酪農家に対して、粗飼料価格高騰分の一部

を緊急対策として補助します。 

 

（２）乳牛改良推進                          ２，２８８千円 

   関東地区ホルスタイン共進会への出品や、群馬県畜産共進会の開催を支援するとともに、

ゲノミック評価を活用した乳牛改良を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔お問い合わせ先：農政部米麦畜産課畜産振興係 027-226-3106（直通）〕 
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浅間牧場草地・施設整備 
【予算額 １３７，５００千円】 

 

 
対策のポイント 

  

・浅間家畜育成牧場の受託頭数増頭を図ることで、県内酪農家からの預託要望に応

じ、力強い畜産経営体を育成します。 

・優良後継牛確保の面から酪農家の省力化、規模拡大を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・本県の生乳生産量は全国第４位ですが、酪農を取り巻く環境は厳しく、飼料高騰など昨今

の時代背景により、酪農家は近年減少しています。 

・浅間家畜育成牧場は、県内の酪農家から育成牛を一定期間預かり、放牧等を通じて飼養管

理を行うことで、酪農家が搾乳に集中できる環境を提供しています。 

・牧場への預託希望頭数は年々増加しており、牧場の受託可能頭数を超える預託頭数が要望

されていますが、現状の施設や運営では、要望に応えられないことが課題となっています。 

 

 
政策目標 

  

・浅間家畜育成牧場の草地や牛舎等の施設整備を一体的に整備し、受託頭数を現状

の夏季４７０頭、冬季３３０頭から通年６００頭に増頭します。 

・群馬県の生乳生産量を維持します。 

 

 

〈主な内容〉 

（１）草地整備                          １２７,５００千円 

傾斜が激しい採草地の起伏修正と永年牧草の更新を行うことで、大型農業機械による作業を

可能にし、採草作業の効率化と牧草の生産性及び品質向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部米麦畜産課飼料牧野係 027-226-3109（直通）］ 
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ぐんまの水田農業対策 

【予算額 ３５,２１４千円】 

 

 
対策のポイント 

  

持続可能な水田農業の実現に向け、新たな担い手の育成や、高温下でもコメの品

質・収量を確保し、需要に応じた生産ができるよう県の指導体制を整備します。 

  

 

〈背景／課題〉 

・高齢化による水田の担い手減少や、高温による斑点米カメムシ類・登熟障害発生で、

収量・品質の低下が起こり、安定したコメの供給が困難になりつつあります。 

・担い手問題や異常気象による生産環境の悪化が進む中で、水田農業を維持する人材

の確保と高温条件でも安定した収量・品質の確保が課題となっています。 

 

 
政策目標 

  

・持続可能な水田農業の実現に向けて、新たな担い手を確保します。 

・斑点米カメムシ類・登熟障害対策を講じることで、高温下でもコメの収量・品質 

を確保し、需要に応じた生産体制を整えます。 

カメムシ共済金支払 38,836 千円（令和６年）→ 19,000 千円以内（令和８年） 

１等米比率        68.7％（令和６年）→  90％以上（令和 12 年） 

 

 

〈主な内容〉 

１ 担い手対策 

（１）ぐんま農業実践学校                        ３,８１６千円 

農林大学校に水田稲作入門コースを新設します。 

 

２ 生産体制整備                           

（１）斑点米カメムシ類（イネカメムシ）対策              １６,３９８千円 

  ① 発生状況調査の実施  

    適期防除に向け、水田でのすくい取り調査や越冬調査等の各種調査を実施します。 

  ② モニタリング調査の強化  

    飛来量予測精度向上のため、県内各地の予察灯を２基増設します。 

  ③ 防除体系確立試験 

  農業技術センターにおいて、持続的・省力的な防除体系の確立のための試験研究を 

 実施します。 

 

（２）高温登熟障害対策                        １５,０００千円 

高温によって発生するコメの登熟障害の被害把握と、その後の対策指導及び種子の品質検 

査を的確に実施するため、農業事務所等に分析機器等を導入します。 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部米麦畜産課農産係 027-226-3128（直通）］ 
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農政部施設整備 

【予算額 ４４０，６０７千円】 

（Ｒ７年度２月補正、Ｒ８年度当初） 

 

 
対策のポイント 

  

 家畜伝染病に対する対策強化や、次世代を見据えた生産振興、スマート農業の導

入を行うため、老朽化した施設を更新・改修します。 

  

 

〈背景／課題〉 

（病性鑑定施設） 

 ・病原体の拡散防止対策強化のため、解剖棟と焼却炉の一体施設を整備します。 

 

 （農業技術センター・蚕糸技術センター・水産試験場） 

・県育成品種のイチゴやカイコ、県産アユの増産に向け、次世代を見据えた生産振興を図る

ために、施設を改修・新設します。 

 

 
政策目標 

  

・病原体拡散防止対策の徹底 

・県産イチゴ・カイコ・アユの増産、スマート農業化 

 

 

〈主な内容〉 

（１）病性鑑定施設解剖棟・焼却炉（８年度当初分）          ２６，０００千円 

   家畜の解剖時における病原体の拡散防止対策強化を図るため、解剖棟及び焼却炉を一体

的に整備するための実施設計業務委託を行います。 

 

（２）農業技術センターのイチゴ施設（７年度２月補正分）       ３４２，４９４千円 

県産イチゴの増産に向けて、イチゴの新品種育成や技術開発等を行うための施設整備を

行います。 

 

（３）蚕糸技術センター蚕室・人工飼料育研究棟（７年度２月補正分）    ５３，７５４千円 

   蚕種製造の安定化や稚蚕人工飼料育の技術再構築を図るため、原蚕種飼育蚕室及び人工

飼料育研究棟の整備に向けた、表層調査と解体工事の業務委託を行います。 

 

（４）水産試験場のアユ生産施設（８年度当初分）            １８，３５９千円 

   冷水病に強く、高品質な「群馬のアユ」稚魚の安定生産と安定供給に向けた生産施設を

整備するための基本設計業務委託を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農政課予算係 027-226-3015（直通）］ 
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施設園芸燃料高騰緊急支援 

【予算額 １４８,０００千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 燃料価格高騰による施設園芸生産者の負担を軽減し、経営の安定を図るため、国

の施設園芸セーフティネット構築事業に加入済、あるいは、加入を予定している生

産者に対し、燃料費（Ａ重油、灯油、ＬＰガス）の一部補助を行います。 

 国の施設園芸セーフティネット構築事業への加入を促すことで、価格高騰の影響

を受けにくい経営への転換を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・施設園芸では経営費に占める燃料費の割合が高いため、燃料価格高騰の影響が大きく、燃

料費負担の増加により生産者の経営が圧迫されています。 

・国の施設園芸セーフティネット構築事業（以下、ＳＮ事業）では、計画的に省エネルギー

化等に取り組む産地を対象に、生産者と国が共同で基金を造成し、燃料価格が一定の基準

を超えた場合に補填金が交付されます。しかし、近年は発動する基準価格が上昇しており、

補填金額だけでは価格高騰分を十分に補いきれていない状況となっています。 

・燃料価格の高騰が長期化した場合においても、燃料価格の変動に左右されにくい安定した

経営への転換を図ることが重要となっています。 

 

 
政策目標 

  

（令和１２年目標） 

・野菜産出額 １，１５０億円 

・花き産出額    ６０億円 

 

 

〈主な内容〉 

１ 事業の内容 

  国のセーフティネット発動時（原則として令和７年 10 月から令和８年５月）において、加

温に必要な燃料購入量に対し、一部補助を行います。 

 

２ 支援対象者 

  令和７事業年度ＳＮ事業加入者及び令和８事業年度ＳＮ事業新規加入者 

 

３ 補助率等 

（１）補助率 定額 

（２）補助金額 

   （補助単価）×（加温に必要な燃料購入量） 

   ＜補助単価＞ Ａ重油 12 円/ℓ 、灯油 13 円/ℓ 、ＬＰガス 17 円/kg 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部野菜花き課野菜係 027-226-3124（直通）］ 



25 

 

施設園芸電気料金高騰緊急支援 

【予算額 ２８,８５０千円】 

 

 
対策のポイント 

  

ヒートポンプを使用する施設園芸生産者の電気料金の一部を補助することで、生

産者の負担を軽減し、安定した経営を実現するとともに、ヒートポンプの継続使用

による環境負荷の低減を推進します。 

 

〈背景／課題〉 

 ・近年の温暖化の影響による高温障害等の品質低下を防ぎ、花き等の品質を維持するため、

ヒートポンプを使用した夏季の夜間冷房の必要性が高まっています。 

・ヒートポンプは、外気の熱を利用して冷房や暖房を行うため、燃料を直接燃やす重油暖房

機等と比較して省エネルギー性に優れており、ランニングコストの削減や環境負荷軽減の

観点から有益です。 

・ しかしながら、令和３年以降、電気料金が長期的に上昇している現状は、夏季の夜間冷房

や冬季の暖房にヒートポンプを使用する施設園芸生産者の経営を圧迫しています。 

 

 
政策目標 

  

（令和１２年目標） 

・野菜産出額 １,１５０億円 

・花き産出額    ６０億円 

 

 

〈主な内容〉 

（１） 事業の内容 

    ヒートポンプを使用する施設園芸生産者を対象に、令和３年以降と令和７年の電気料 

金を比較して、生じた負担増額分の一部を補助します。 

 

（２） 支援対象者 

    ヒートポンプを使用している施設園芸生産者 

 

（３） 補助率 

    1/2 以内 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部野菜花き課花き係 027-226-3126（直通）］ 
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農作物環境研究 
【予算額 ３４,２１５千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 安全な食料供給のための農作物の生産安定及び環境への負荷軽減を実現するた

め、合理的な施肥を含めた土壌管理や病虫害防除などの技術開発に取り組みます。 

 

 

〈背景／課題〉 

・農林水産省は「みどりの食料システム戦略」において、令和 32 年までに農林水産

業の CO2 ゼロエミッション化、化学農薬使用量(リスク換算)の 50%低減、化学肥料

使用量の 30％低減を目標に掲げています。 

・温暖化の進行に伴い、県内でも主に野菜類やコンニャクを代表とする産地において、生産

性に影響する病虫害の発生や土壌環境の変化が問題となっており、これまで以上に環境負

荷に配慮した対策技術の開発が求められています。 

 

 
政策目標 

  

環境と調和した持続可能な土壌管理技術並びに病虫害防除技術の開発 

 

 

〈主な内容〉 

（１）地域資源を活用した露地有機栽培技術の開発（再掲）※有機農業推進の内数 

１０,７３８千円 

   堆肥による土づくりの効果を長期かつ科学的に検証するための有機栽培試験専用ほ場を

設置し、堆肥の計画的かつ継続的な活用を可能とする露地野菜の有機栽培モデルを開発し

ます。 

 

（２）斑点米カメムシ類（イネカメムシ）（再掲）※ぐんまの水田農業対策の内数     

                                  １０,２９８千円 

斑点米カメムシ類（イネカメムシ）によるコメの収量・品質低下対策として、飛来量の

予測精度を上げるための機器増設や有効薬剤の散布試験を実施します。予測精度の向上（準

備）と防除体系の確立（対策）を組み合わせることで、斑点米カメムシ類（イネカメムシ）

被害の軽減を目指します。 

 

（３）レタスで近年問題となっている害虫に対する総合的防除体系の確立    ６０３千円 

夏秋レタスの難防除害虫であるアザミウマ類やオオタバコガに対して、発生生態の解明

や、有効薬剤の探索と防除適期の設定を行います。最終的には化学合成農薬のみに頼らない環

境負荷に配慮した総合的防除体系を確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農業技術センター土壌・病害虫部 0270-62-1059（直通）］ 
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家畜伝染病予防 

【予算額 １,３３７,８２７千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 豚熱、鳥インフルエンザ、口蹄疫などの家畜伝染病の発生予防とまん延防止を

図り、畜産業の安定経営と畜産物の安定供給に寄与します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・近隣のアジア諸国を含めた世界各地では、依然として豚熱、アフリカ豚熱、鳥インフルエ

ンザ、口蹄疫などの家畜伝染病が発生し、家畜の生産に大きな被害を及ぼしており、本県

においてもその発生が危惧されています。 

・令和２年９月以降、県内の農場において、豚熱 14 例（うち、令和７年度３例）、鳥イン

フルエンザ４例が発生しており、引き続きリスクが高い状況となっています。 

・このため、家畜伝染病の発生予防・予察及びまん延防止を図るため、疾病の監視体制を強

化し、万が一の発生に備えた防疫体制を構築することが重要です。 

 

 
政策目標 

  

主要な家畜伝染病の発生予防とまん延防止 

 

〈主な内容〉 

（１）特定家畜伝染病対策                       １,２６１,６０６千円 

特定家畜伝染病（豚熱、アフリカ豚熱、鳥インフルエンザ）の発生予防と防疫措置における家畜

死体処理方法（レンダリング等）の検討を含めたまん延防止対策を総合的に実施します。 

豚熱の発生を防止するため、豚熱ワクチンの接種及び免疫付与状況検査を継続して実施しま

す。また、県内の野生イノシシの豚熱感染状況を把握するため、イノシシ検体の採材及び検査を継

続して実施します。 

アフリカ豚熱の野生イノシシでの発生に備え、山林内等での拡大を抑えるための死体捜索・回収

・処理に係る体制整備を行います。 

県内養鶏場に、農場内消毒に用いる消石灰を配布し、鳥インフルエンザの発生を予防するととも

に、早期発見のためのモニタリング検査を実施します。 

万が一の発生に備え飼養衛生管理基準の遵守指導を行います。また、国の事業を活用した農場

分割管理等の施設整備を補助します。 

 

（２）家畜伝染病予防検査業務                       ７２,３９０千円 

 家畜伝染病予防法に基づき、各種監視伝染病の検査を実施し、発生予防・予察を行うとともにま

ん延防止を図ります。 

    

（３）その他                                ３，８３１千円 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農政課家畜防疫対策室 027-226-3111（直通）］ 
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県産農畜産物ブランド力強化対策 

（Ｇ-アナライズ＆ＰＲ等） 
【予算額 ５８，６３５千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 県産農畜産物の魅力・価値の認知度向上を図るため、Ｇ-アナライズ＆ＰＲチ

ームの取組により農畜産物の強みや特長を明確にし、それらを活かした効果的な

プロモーションを実施します。 

 

 

 

〈背景／課題〉 

 ・農畜産物の消費や流通を取り巻く状況が変化する中、県産農畜産物がブランドとして

認知され選ばれるためには、より消費者目線に立った取組が必要とされています。 

・このことから、令和元年度に、県産農畜産物の「健康」や「おいしさ」に関与する成

分を分析し、その強みを効果的な販売戦略や生産性向上につなげるため、「Ｇ-アナラ

イズ＆ＰＲチーム」を立ち上げました。 

・令和２年度に「群馬県農畜産物ブランド化推進方針」を策定し、県産農畜産物を単な

るモノではなく、消費者に食べる価値を見いだしてもらえるような「コト視点」のブ

ランド化に取り組んでいます。 

 
政策目標 

  

 県産農畜産物の「強み」を活かしたブランドの構築 
 

 

〈主な内容〉 

（１）Ｇ-アナライズ＆ＰＲチーム取組推進             ３６，８８１千円 

 ア 群馬県育成新品種の成分分析 

・県育成新品種の効果的なＰＲを行うため、計画的に成分分析を実施します。 

イ メディアミックスによる群馬県産農畜産物のプロモーション 

・インフルエンサー、YouTuber による動画配信や SNS 発信など、複数媒体によるプロ

モーションを実施します。 

ウ こんにゃく消費県民運動 

・こんにゃく消費拡大を図るため、県内飲食店等と連携したＰＲを展開します。 

 エ 群馬県農業統一ロゴマーク活用サポート補助金 

  ・「群馬県農業統一ロゴマーク」の使用拡大と消費者への早期認知を図るため、包装

資材等の製作に要する費用（版代）の一部を補助します。 

 

（２）県産農畜産物等の魅力発信・イメージアップ・販路拡大     ２１，２４７千円 

ア 産直ＥＣサイトの活用 

・産直ＥＣサイト活用による生産者の販路開拓支援及び消費者に対し、県産農畜産物の 

魅力をＰＲします。 

イ 首都圏等におけるイベント型料理教室の開催 

・首都圏等における料理教室で、県産農産物の喫食機会を提供するとともに、その魅力を  

 発信します。 

［お問い合わせ先：農政部ぐんまブランド推進課販売戦略係 027-226-3129（直通）］ 
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県産農畜産物付加価値向上対策 
【予算額 １０，８９２千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 消費者の健康への関心が高まる中、県産農畜産物が持つ魅力や特長を消費者に発

信します。これによりブランド力を高め、より価値のある商品づくりを支援します。 

  また、農林大学校では、有機農業の生産技術指導に加えて、粉末化をはじめとし

た農産物の加工や販売の実習を行います。これらの取組により、有機農業の担い手

の所得向上と経営安定につなげます。 

 

 

〈背景／課題〉 

・近年、消費者の健康意識が高まる中、食品の栄養成分や体に良い機能性が注目されて

います。県内では、こうした特長を持つ多くの農畜産物が生産されていますが、その

魅力は十分に知られていません。このため、県産農畜産物の良さを効果的に消費者に

伝え、ブランド力を高める必要があります。  

・農業の現場では、県立農林大学校が、環境への負担を減らし、資源循環型農業に取り

組んでいます。しかし、担い手を育成し、確保していくためには、安定した販路の確

保が依然として大きな課題です。 

 ・有機農産物を含む県産農畜産物の価値を、生産者から消費者に的確に伝えるためには、

販売を強めるだけでなく、粉末化などの加工技術を確立し、新しい加工品を開発する

必要があります。これらの取組を、広報活動と一体的に進めることが重要です。 

 

 
政策目標 

  

・県産有機農産物の販路拡大による有機農業の所得向上 

・県産農産物の健康機能の消費者認知度向上による付加価値の向上 

 

 

〈主な内容〉 

（１）健康機能に着目した県産農畜産物のプロモーション       ２，０００千円 

 ・栄養価が高く、健康維持に役立つ成分を含むことに着目した県産農畜産物のＰＲ 

（２）農産物粉末の成分分析                    １，４６４千円 

・科学的根拠に基づく消費者訴求につなげるための、ファイトケミカルなどの農産物粉

末の健康・栄養に係る成分分析 

（３）ぐんま粉末化フロンティア事業（人材育成）          ３，０００千円 

 ・粉末化に関心のある農業者を対象としたコンサルによる育成支援 

（４）農林大学校における農産物粉末化実習環境の整備（人材育成）  ４，４２８千円 

  ・粉末化技術の確立による有機農産物の活用促進と人材の育成 

 ・スチームコンベクションの導入 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部ぐんまブランド推進課販売戦略係 027-226-3129（直通）  

農林大学校 027-371-3244（代表）］ 
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農畜産物等輸出促進 

【予算額 ６３，３５４千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 輸出に取り組む生産者の発掘・育成支援と、販路の多角化・強化に向けた海外

現地ＰＲを事業の両輪として展開し、県産農畜産物等の輸出促進を図ります。  

 

 

〈背景／課題〉 

・日本国内では、人口減少及び少子高齢化により、食料需要の減少・食市場の縮小が危

惧されています。 

・一方、海外では人口増加に伴う消費の拡大や、新興国における富裕層の増加等により、

日本産農畜産物等の需要が増加し、日本の農林水産物・食品の輸出額は増加基調とな

っています。 

・国では、輸出拡大実行戦略を策定し、農林水産物や食品の輸出を農業政策の柱として

強力に推進しています。 

・群馬県では、令和６年３月に県産農畜産物等の認知度向上、輸出品目・量・金額の拡

大につなげることを目的に、「群馬県農畜産物等輸出促進戦略」を策定しました。 

・この戦略に基づき、生産者支援と海外現地プロモーションの両輪で事業を展開し、県

産農畜産物等の輸出を促進します。 

 

 
政策目標 

  

令和１２年目標 

  農畜産物等輸出金額 ２２億６，３００万円 

 

 

〈主な内容〉 

（１）海外需要を踏まえた生産・販売促進             ５２，２０５千円 

   海外での現地ＰＲ、輸出に特化した国際食品見本市への出展、バイヤー招へい商談

会等、既存商流の強化に加え、新規販路開拓や輸出先の多角化を目的とした事業を実

施します。 

 

（２）輸出取組拡大支援                     １１，０６４千円 

   世界と戦える農業者を育成するための塾や、輸出に係る経費への補助により、輸出

に取り組む生産者の掘り起こし及び育成を行います。あわせて、輸出に取り組む生産

者・事業者の個別相談など、輸出促進支援員による伴走型支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部ぐんまブランド推進輸出促進係 027-226-3131（直通）］ 
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有機農業推進 

【予算額 ６６,６７８千円】 

 
対策のポイント 

  

地球温暖化の防止や生物多様性の保全に寄与するとともに、持続可能な食料シス

テムの構築を図るため、化学肥料や化学合成農薬の使用低減、畜産堆肥の活用など、

有機農業を含む環境負荷低減・資源循環型農業を推進します。 

需要と供給のバランスを考慮しながら、有機農業の生産拡大・販売促進・消費拡大

に向けた各事業に取り組み、サーキュラーエコノミーを推進します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・化学肥料・化学合成農薬を原則として使用しない有機農業は、農業生産活動に伴う

環境負荷を大幅に低減し、農業の持つ自然循環機能を増進します。 

・国では、令和３年５月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050 年までに耕

地面積に占める有機農業の取組面積の割合を 25％（100 万㏊）に拡大する目標を掲

げています。 

・県では、令和３年６月に「群馬県有機農業推進計画（第３次）」、令和５年３月に

「群馬県みどりの食料システム基本計画」を策定し、有機農業の生産拡大や人材育

成、有機農産物の販売促進や、消費拡大に向けた事業を実施しています。 

 
政策目標 

  

有機ＪＡＳ認証 取得者数：Ｒ６年度  ８０者 → Ｒ１２年度１２０者 
          取得面積：Ｒ５年度２７４ha → Ｒ９年度 ３７０ha 
 

 

〈主な内容〉 

（１） 有機農業推進                      １６,７２４千円 

  地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村（オーガニックビレッジ）に対して、交付金を交付

します。 

 

（２） 有機農業生産支援                      ３,００４千円 

  みどり認定者等による環境負荷低減の取組の推進に向けた技術指導・販路拡大等をトータ

ルサポートする体制を構築し、生産者及び指導者を対象にした人材育成や課題解決、消費者

への理解醸成を行います。  

      

（３） 環境負荷低減・資源循環型農業推進             ４０,０００千円 

  畜産堆肥や緑肥、木質チップ等の有機質資源の活用に向け、堆肥舎整備や機械導入を推進す

るとともに、自動又は乗用型除草機等の導入に対して、補助金を交付します。 

 

（４） 有機農業販売拡大                      ２,５３７千円 

  群馬県産有機農産物の学校給食への利用により、販売拡大及び消費者理解促進に取り組み

ます。  

 

（５） 有機農業魅力発信                      ４,４１３千円 

  東京都等の消費者向け有機農業体験ツアーの実施や、ぐんまオーガニックの魅力を情報発

信するサポーター制度を創設し、消費者理解を促進します。 

 

   ［お問い合わせ先：農政部農政課有機・中山間係 027-226-3152（直通）］ 
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有機農業推進 

（農林大学校有機農業推進） 

【予算額 ３１，４１０千円】 

 
対策のポイント 

  

農業分野では、環境負荷低減や資源循環型農業の取組拡大が求められてい

ます。そのため農林大学校では、その先導的農法である有機農業の技術指

導を図り、環境保全に配慮しつつ高付加価値化を目指す「新たな経営感覚

を持った担い手」の育成に取り組みます。 

 

 

〈背景／課題〉 
令和３年５月、国は「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050 年までに環境負

荷低減を図りつつ、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションに
より実現するための新しい政策方針を示し、有機農業等の取組の拡大を目指すこととし
ました。 

これを受け県では、今後の目指す姿を示す「群馬県みどりの食料システム基本計画」
を策定するとともに、群馬県有機農業推進計画の実現に向け、有機農業に取り組む担い
手の育成、産地づくりに取り組むこととしました。 

農林大学校では、令和４年度から、有機ＪＡＳ認証取得に向けた農場整備に取り組む
とともに、令和５年度から有機農業教育を開始し、環境保全に配慮しつつ高付加価値化
を目指す「新たな経営感覚を持った担い手」の育成に取り組んでいます。 

 
 

政策目標 
  

有機ＪＡＳ認証 取得者数：Ｒ６年度 ８０者→Ｒ１２年度 １２０者 

 

 

〈主な内容〉 

（１）農林大学校 社会人コース「有機農業専攻」 
年間 1,200 時間に及ぶ理論・実践学習を通じ、有機農業を実践する上で必要な土

づくり、栽培管理技術及び販売方法などについて深く学ぶとともに、先進農家研修に
より、卒業後、有機農産物生産に取り組める農業者を育成します（定員５名）。 

 

（２）農林大学校 ぐんま農業実践学校「有機農業コース」 
年間 25 回（４～12 月）の研修により、有機栽培技術を用いた、基本的な露地野菜

栽培技術を習得し、環境保全型農業の実践者を育成します（定員 20 名）。 

 

（３）「有機ＪＡＳほ場」の認証取得 

令和６年１月 29 日に有機ＪＡＳ認証を取得、転換期間中を経て、令和６年 10 月 18

日以降に播種・定植したものから、有機ＪＡＳ認証農産物として出荷可能となりまし

た。 

 

（４）資源の循環利用に向けた堆肥舎整備 

有機栽培には専用堆肥が必要です。校内の牛舎やほ場で発生する有機質資源を活用

して良質な堆肥を生産するため、新たな堆肥舎を整備します。 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農林大学校 027-371-3244（代表）］ 



33 

 

有機農業推進 

（資源循環型畜産総合対策） 
【予算額 ６，１１０千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 県内における有機質肥料の利用拡大推進に際して、畜産農家における良質堆肥

の安定生産、安定供給を促進することにより、効率的に耕畜連携を進め、地域に

おける畜産業の持続的発展と資源循環型農業の推進を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・耕種農家の堆肥の利用を拡大するためには、良質な堆肥の安定供給が課題である。 

・混合堆肥複合肥料の利用拡大に向けて、肥効や作物の品質に及ぼす影響について情報

を収集する必要がある。 

 

 
政策目標 

  

家畜排せつ物の肥料としての利用量のうち耕種農家の利用量 

   約４０％（平成３０年度）→ 約８０％（令和１２年度）  

 

 

〈主な内容〉 

１ 良質堆肥流通促進 

（１）堆肥分析支援                          ５４０千円 

畜産農家における特殊肥料生産業者の届出、供給先の施肥設計に資するため、堆肥

の成分分析の費用を定額補助する。   

（２）堆肥流通支援                        １，４００千円 

畜産農家等が堆肥運搬を受託する場合に距離に応じて補助する。 

（補助基準額 1,000 円＋距離加算 200 円/km） 

（３）堆肥散布作業受託支援                   ２，１００千円 

畜産農家等が散布作業を受託する場合に定額補助する。 

（3,500 円／２ｔ） 

（４）堆肥購入・定着支援                       ５００千円 

耕種農家が新規に化学肥料に換えて堆肥を利用する場合に、堆肥の購入費を補助す

る。（購入費の 1/2 以内） 

（５）混合堆肥複合肥料利用モデル                  ５２０千円 

   混合堆肥複合肥料を利用する農家の土壌分析、作物の品質分析を定額補助する。 

    

２ 畜産経営環境周辺整備支援                 １，０５０千円 

 畜産農家における臭気対策、排水対策のために必要な装置等の導入費について補助

する。（補助率 1/3 以内） 

脱臭装置（ネット式他）、常緑樹、防臭シート、高度処理装置等 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部米麦畜産課畜産環境係 027-226-3114（直通）］ 
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有機農業推進 

(有機栽培研究、有機農業環境研究) 
【予算額 ２２,２７６千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 有機栽培技術が確立されていない施設キュウリ、ナスの安定的かつ高品質な生

産技術の開発に取り組みます。また、堆肥による土づくりの科学的な検証に基づ

いた露地野菜の有機栽培モデルを開発します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・現状の有機栽培キュウリ、ナスについては露地栽培が主であり、施設栽培では病害虫

への対応等経営上のリスクが大きく、全国的にもほとんど行われていない状況です。 

・有機栽培キュウリ、ナスは一定の需要があり、露地栽培ができない季節には高値での

取引が期待できます。 

・群馬県はキュウリ出荷量全国２位、夏秋ナス出荷量全国１位であり、全国に先駆けて

施設栽培が必要な作型において、高品質な有機キュウリとナスの安定供給を行う技術

の確立が必要です。 

・また、有機栽培において堆肥活用は最も重要な技術ですが、その効果として期待され

る土づくりの効果は科学的な検証が十分に行われておらず、有機農業推進のためには

この検証に基づく栽培モデルの確立が必要です。 

 

 
政策目標 

  

・施設キュウリ・ナスにおける有機栽培技術の確立 

・堆肥による土づくりの科学的検証に基づいた露地野菜有機栽培モデルの確立 

 

 

〈主な内容〉 

（１）施設キュウリにおける有機栽培技術の開発            ３,６９６千円 

全国的にほとんど行われていない半促成作型および抑制作型における施設有機キ

ュウリ栽培技術を開発します。慣行栽培と比較した収量性や土壌理化学性、生物性の

経時的調査を行うほか、病害虫への対応も検証し、有機栽培マニュアルを作成します。 

 

（２）半促成ナスにおける有機栽培技術の開発                        ７,８４２千円 

   半促成作型ではナスの有機栽培や特別栽培はほとんど行われていないことから、有

機栽培技術や特別栽培農産物認証基準を達成する技術を開発し、収量性、労力及び経

済性の検証を踏まえ、有機栽培マニュアルを作成します。 

 

（３）地域資源を活用した露地有機栽培技術の開発          １０,７３８千円 

   堆肥による土づくりの効果を長期かつ科学的に検証するための有機栽培試験専用ほ

場を設置し、堆肥の計画的かつ継続的な活用を可能とする露地野菜の有機栽培モデル

を開発します。 

 

      ［お問い合わせ先：農政部農業技術センター園芸部 0270-61-0066（直通） 

土壌・病害虫部 0270-62-1059（直通）］ 
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有機農業推進 

（販売促進・消費拡大対策） 
【予算額 ２６，６００千円】 

 

 
対策のポイント 

  

群馬県有機農業の更なる普及のため、試験的な共同出荷の取組や、販路拡大及び消費

者認知度向上対策を実施します。  

 

 

〈背景／課題〉 

・群馬県内の有機農業の取組は増加傾向にありますが、個々の生産規模は小さく、販売

において小口配送が主であるため、配送コストが高いことが課題となっています。  

・販路拡大のためには、有機農業の更なる消費者理解と認知度向上が不可欠です。  

  

 
政策目標 

  

 県産有機農産物の流通課題解決と認知度向上 

 

〈主な内容〉 

（１）共同出荷/物流による県産有機農産物販売コーナーの設置 

１２，０００千円  

・配送コスト削減のため、試験的な共同出荷を実施します。併せて首都圏自然食品専門

店に県産有機農産物コーナー設置し、常設販売を目指します。 

 

（２）首都圏飲食店とのマッチング                 ８，０００千円 

 ・県産有機農産物のＰＲと利用促進を図るため、首都圏飲食店と生産者をマッチングし

ます。 

・首都圏飲食店が開発した料理を消費者に提供し、県産有機農産物の魅力を発信します。 

 

（３）オーガニックマルシェの開催                 ６，０００千円 

・都内及び県内においてオーガニックマルシェを開催し、消費者の理解促進を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先：農政部ぐんまブランド推進課販売戦略係 027-226-3129（直通）］ 
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多面的機能支払 

【予算額１，００７,８９３千円】 

 
対策のポイント 

  

 農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者等による組織が農地

や水路等を維持・保全するために取り組む活動や、地域住民を含む組織が地域資

源の質的向上を図るために取り組む活動を実施します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的機能を有しており、その

利益は広く県民全体が享受しています。 

・しかしながら、農村地域の高齢化・農業者の減少等に伴い、これまで地域の共同活動

等によって支えられてきた多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。 

・また、地域の共同活動の取組が困難になれば、水路、農道等の地域資源の維持管理が

農業の担い手に集中し、担い手の経営強化が阻害されることも懸念される状況にあり

ます。 

・このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農地や

水路、農道など、地域資源の保全に向けた共同活動に対して補助を行い、農業・農村

の多面的機能が今後とも適切に発揮され、担い手への農地集積等の構造改革を後押し

していく必要があります。 

 
政策目標 

  

市町村の認定に基づき行う地域活動、農業生産活動の継続による農業農村の多

面的機能の発揮に向けた取組の着実な推進 

 

 

〈主な内容〉 

事業実施主体：農業者等の組織する団体 

 

（１）農地維持支払 

   農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや草刈り、農道の路面維持等の地域

資源の基礎的保全活動や農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面的機能

を支える共同活動に対し補助します。 

                ○交付単価 田：3,000 円/10a 畑：2,000 円/10a 等 

 

（２）資源向上支払 

   地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成

など農村環境の良好な保全を始めとする地域資源の質的向上を図る共同活動や、施設

の長寿命化のための活動に対し補助します。 

 

       ○地域資源の質的向上を図る共同活動  交付単価 田：1,500～2,400 円/10a  

                               畑：900～1,440 円/10a 等 

         ○施設の長寿命化のための活動         交付単価  田：4,400 円/10a 

               (上限)    畑：2,000 円/10a 等 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農村整備課施設保全係 027-226-3517（直通）］ 
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鳥獣害防止 

【予算額 ６２２,９５９千円】 
 

 
対策のポイント 

  

・鳥獣被害対策を計画的かつ効果的に推進するため、市町村被害防止計画に基づ

く各地域の対策にかかる経費を補助することで支援します。 

・養豚農場における豚熱感染拡大を防止するため、野生イノシシ対策の強化を継

続します。 

・ジビエ（シカ）利活用に向けた取組を実施します。  

 

〈背景／課題〉 

・「捕る」､「守る」､「知る」の３つの対策を総合的に推進し、農業被害はピーク時の

約５割まで減少したが、近年は、ニホンジカによる被害が高い割合を占めています。 

・豚熱陽性イノシシが確認されていることから、野生イノシシの捕獲強化の継続や緩衝

帯整備による移動・出没抑制など総合的な対策を市町村等と連携して取り組む必要が

あります。 

・本県の野生獣肉は国から「出荷制限」が指示されているが、ニホンジカについて、令

和５年８月に一部解除となり、地域資源としての活用や更なる捕獲推進のため、獣肉

利活用のニーズが高まっています。 

 
政策目標 

  

 被害軽減を実感できる鳥獣被害対策 

〈主な内容〉 

１ 鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫）           ２１０,７１６千円 

  ・推進事業：地域ぐるみの被害防止活動    補助率：定額（実施隊活動）、1/2 以内 

 ・整備事業：侵入防止柵の整備        補助率：定額（自力施工）、1/2 以内 

 ・緊急捕獲活動支援：有害捕獲に係る捕獲活動 補助率：定額 
 
２ 鳥獣害対策地域支援事業（県単）              ８５,４３２千円 

 ・捕獲推進：捕獲にかかる人件費、委託費   補助率：1/4 以内 

 ・捕獲機材等導入：捕獲おり等の導入経費   補助率：1/4 以内 

 ・個体群管理等推進： 

   追払い等の人件費及び資材購入費     補助率：1/2 以内 

   調査機材等購入費            補助率：1/4 以内 

 ・捕獲奨励：有害捕獲にかかる捕獲奨励金   補助率：定額 
 
３ ジビエ（シカ）利活用事業                 １４,９８９千円 

 ・利活用研修会の開催、広報資材の作成、事業者の販路拡大に対する補助等 
 
４ 豚熱に係るイノシシ対策強化の継続 

（１）有害捕獲奨励金等の交付               １００,３６８千円 

    ICT 活用による市町村の場合 １頭当たり捕獲奨励金８千円 

（２）緩衝帯整備（河川内、養豚場周辺）          ２１１,０００千円 

   イノシシの移動・出没抑制 

５ 広域連携等                           ４５４千円 

 

 

     ［お問い合わせ先：農政部蚕糸特産課鳥獣害対策係 027-226-3090（直通）］ 
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鳥獣被害対策支援 
     【予算額 １０２,４２８千円】 

 
 

対策のポイント 
  

・野生鳥獣による被害の軽減のため、目標に基づく計画的な捕獲、新たな捕獲体

制の実証普及、ＩＣＴを活用した効率的な捕獲技術の普及、捕獲従事者の育成

など、市町村等との連携により「捕る」対策を推進します。 

・地域ぐるみによる「捕る」「守る」「知る」の鳥獣被害対策を推進します。また、

クマのゾーニング管理による効果的な被害対策手法を検証します。 

・各被害対策を担う人材の育成を図ります。 

 
 

〈背景／課題〉 

・「捕る」「守る」「知る」対策を一体的に推進してきた結果、地域ぐるみによる被害

対策により被害減少効果が現れています。一方、県全体では、有害鳥獣の生息域が拡

大傾向にあり、被害は依然として高い水準にあります。また、クマによる人身被害等

の発生により人とクマとの軋轢が増大しています。 

・被害額の大きい地域やクマ被害の発生が懸念される地域においては、被害対策の強化

が必要となっています。 

・被害対策は、地域が主体となり地域ぐるみで取り組むことが重要であり、また、各被

害対策を担う人材を育成する必要があります。 
 

 
政策目標 

  

 野生鳥獣による農作物被害額の減少 

 

〈主な内容〉 

 １ 特定鳥獣管理計画の推進                  ３０,４８３千円 

   ニホンジカやイノシシのように、生息数が著しく増加し、または生息域が拡大して

農林業被害をもたらす特定鳥獣について、計画に基づく順応的な管理を推進します。 

 ２ 鳥獣被害広域対策                     ５７,７３３千円 

 （１）ニホンジカ等の広域被害対策 

   広域で移動するニホンジカ等の行動把握などを行い、捕獲や被害対策につなげます。 

 （２）新たな捕獲体制の実証・現地普及及びＩＣＴ等を活用した効率的捕獲の普及 

   モデル地区の設置による新たな体制整備の実証により、地域の捕獲強化を図ります。

また、効率的な捕獲や見回りの負担軽減のため、ＩＣＴ等を活用した捕獲技術の普及

に取り組みます。 

 （３）被害対策技術の研究 

   日本獣医生命科学大学との共同研究により、被害対策技術の普及等に取り組みます。 

 ３ 鳥獣害に強い集落づくり支援事業               ５,７０１千円 

   地域住民による効果的な被害対策の実施や継続的な実施体制構築など、地域ぐるみ

による取組を支援します。また、クマ被害対策重点地区を設置し、ゾーニング管理に

よる被害対策手法を検証することで、普及を進めます。 

 ４ 鳥獣被害対策人材育成                    ２,９３１千円 

   各地域で鳥獣被害対策や捕獲に取り組む人材を育成するため、被害対策等に必要な

知識や技術を習得するための研修を実施します。 

 ５ 鳥獣被害対策支援センター運営費               ５,５８０千円 

［お問い合わせ先：鳥獣被害対策支援センター 027-371-0003（直通）］ 
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蚕糸振興 
【予算額 ７５,７３３千円】 

 

 
対策のポイント 

  

 持続可能な魅力ある蚕糸業の実現を目指し、県産繭確保対策を実施して、養蚕

の担い手育成活動を促進するとともに、多様な担い手を確保します。また、製糸

工場（製糸業者）の経営安定を図るため、生糸の適正価格取引や県産シルクのブ

ランド化を推進します。 

 

〈背景／課題〉 

・「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産登録された平成 26 年以降、養蚕の新規参入

者は累計で 37 経営体となり、令和７年の繭生産量 14.5 トンのうち 57％は新規参入者

が担っています。 

・高齢化等により、養蚕の担い手とともに繭生産量が年々減少しており、新たな養蚕の

担い手を確保・育成していくことが重要です。 

・持続可能な蚕糸業の実現には、繭から生糸を製造している製糸工場の経営安定と県産

シルクの需要拡大が不可欠です。 

 
政策目標 

  

・持続可能な蚕糸業の生産・流通体制整備に向け、繭・生糸の適正価格形成を促

進します。  

・農家自ら行う担い手育成活動を促進し、多様な養蚕担い手を確保します。 

・製糸工場（製糸業者）の経営安定と県産シルクのブランド化を推進します。  

 

〈主な内容〉 

（１）県産繭確保対策（養蚕農家対策）              １６,３８０千円 

養蚕製糸推進協議会（養蚕農家）が行う一定の繭生産量の確保や新規参入者の育成

などの活動に対して、繭１kg 当たり最大 900 円を補助（①、②のいずれかにより補助） 

①協議会構成農家の前年に対する養蚕実績に応じた補助 

②所属の新規参入者(養蚕開始２年目まで)のサポートに取り組む協議会への補助 

（２）多様な養蚕担い手の育成                   ２,１００千円 

ア 養蚕の参入初期経費、規模拡大経費の補助（蚕室・養蚕資材・桑園造成等の経費補助） 

イ ぐんま養蚕学校（養蚕農家実践研修における受入協力農家の謝金） 

（３）製糸経営対策                       ４７,２００千円 

  経営安定に向け、生糸の適正価格取引に取り組む製糸工場を支援 

（生糸の平均販売価格の引上額に応じ、生糸加工費を１㎏当たり最大 8,000 円補助） 

（４）県産シルク需要拡大対策                    ７,９８０千円 

 ア 県産シルクの需要拡大に向けた「ぐんまシルク」ＰＲ 

 イ 県産業支援機構と連携し、県内中小企業等に対し、県産シルクの製品開発・ブラン

ディングを支援 

（５）製糸工場燃料費高騰支援                    ２,０７３千円 

   製糸工場の燃料費高騰分の 1/2 を補助 

 

［お問い合わせ先：農政部蚕糸特産課蚕糸特産係 027-226-3092（直通）］ 
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グリーン・ツーリズム推進 

【予算額 ５,４０１千円】 

 

 
対策のポイント 

  

農業・農村生活体験など、付加価値の高い観光等に対する関心が高まっており、 

グリーン・ツーリズム、 農泊を推進することにより、関係人口の拡大・深化、農

村地域の活性化を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・農村では、人口減少、高齢化が都市に先駆けて進行し、農業生産の継続や集落機能の 

維持が困難な地域もあり、国土の保全や水源のかん養等農業・農村の持つ多面的機能 

の低下が懸念されています。 

・一方、都市住民等においては、農業・農村生活体験など付加価値の高い観光等に対す

る関心が高まっており、グリーン・ツーリズム、農泊への期待は大きくなっています。 

・グリーン・ツーリズム、農泊による地域活性化を図るためには、農村における受入体

制の整備と都市住民等への情報発信の強化による誘客促進が重要です。 

 

 
政策目標 

  

農泊ツアー商品を造成した市町村数 

Ｒ７年度 ０市町村 → Ｒ１２年度 ５市町村 

 

 

〈主な内容〉 

（１） 推進体制確立                          ４１千円 

ぐんま農泊推進ネットワーク会議を開催して、農泊地域や市町村などの関係機関と

情報共有や課題検討を行い、連携を図ります。 

    

（２） 広報宣伝                         １,３１５千円 

      「ぐんまグリーン・ツーリズムホームページ」の活用強化、県内外でのイベント体験コ

ーナーの出展をとおして、農山村へ人を呼び込む情報発信や広報宣伝による誘客を促進し

ます。 

 

（３） 受入体制整備推進                     １,０４９千円 

   農泊やグリーン・ツーリズムをはじめとする都市農村交流を促進するため、地域の

多様な主体の連携を強化する取組や都市農村交流イベントに対して補助します。 

 

（４） 農泊推進                         ２,９９６千円 

      本県農業農村の特徴を活かした農泊旅行商品造成に向けたモデル事業を実施し、農泊の

取組を推進します。 

 

 

［お問い合わせ先：農政部農政課有機・中山間係 027-226-3152（直通）］ 
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中山間地域等直接支払 

    【予算額 １４６,７３０千円】 

  

 
対策のポイント 

  

農業の生産条件が不利な中山間地域等における農業生産活動等の維持を通じて、

耕作放棄地の発生を防止し、農業・農村の有する多面的機能（自然や文化が豊かで

活力ある農業・農村）の維持・発揮を図ります。 

 

 

〈背景／課題〉 

・中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有す

る水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多

くの国民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。 

・中山間地域等では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が

不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により、多面的機能

が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。 

・これらを踏まえ、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている

中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能

の維持・発揮を図ります。 

 

 
政策目標 

  

中山間地域等直接支払い交付金活用面積  

Ｒ６年度 １，４１５ha → Ｒ１２年度 １，３５０ha 

  

 

〈主な内容〉 

（１） 中山間地域等直接支払交付金               １４５,２８０千円 

  〇対象者  集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農

業者等 

  〇交付単価 田 急傾斜 21,000 円/10a、緩傾斜 8,000 円/10a 

     畑 急傾斜 11,500 円/10a、緩傾斜 3,500 円/10a 等 

  〇補助率  通常地域 国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

        特認地域 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3 

  〇活動内容 ・農業生産活動等 

例：遊休農地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等 

        ・多面的機能を増進する活動 

例：周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護等 

 

（２） 中山間地域等直接支払推進                 １,４５０千円 

      県と市町村が中山間地域等直接支払制度を推進します。 

 

 

   ［お問い合わせ先：農政部農政課有機・中山間係 027-226-3152（直通）］ 



42 

 

単独農村整備 

【予算額 １５６,５００千円】 

 

 
対策のポイント 

  

豪雨や地震等の必要な安全基準を満たしていない「防災重点農業用ため池」の防

災工事を、国庫補助事業を補い県単独事業により計画的かつ集中的に実施すること

で、地域農業の維持と農村地域の安全・安心を確保します。 

県が管理する地すべり防止区域の各施設について、維持補修や管理体制の整備を

行い、安全で災害に強い農村づくりを推進します。 

 

 

〈背景／課題〉 

・県内には 492 箇所の農業用ため池が存在しますが、その約７割は明治時代以前に築造

されたものであり、その多くが豪雨や地震等の自然災害に対する安全基準を満たして

いないため、下流域へ被害を及ぼす危険性があります。 

・令和２年度に「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」

が施行され、ため池の豪雨・地震対策等の推進方針が明記され、ため池の防災工事を

計画的かつ着実に進める必要があります。 

・県内には９箇所の地すべり防止区域が存在しており、地区毎に個別施設計画を作成し、

施設の維持管理を行っています。しかし、近年の集中豪雨等で農地地すべりが発生す

るなど、施設の維持管理及び管理体制の強化が必要です。 

  

 
政策目標 

  

・令和４年度～令和８年度迄の５年間で、防災重点農業用ため池１２箇所の整備を

行い、安全安心な農村づくりを推進します。 

・県が管理する地すべり防止区域の各施設について、補修工事や地下水観測等の保

全対策を行い、災害を未然に防ぎます。 

・県が管理する頭首工の管理を充実させ、緊急事態へ迅速に対応します。 

 

 

〈主な内容〉 

（１）防災重点農業用ため池等緊急整備        ４地区（１３０，０００千円）  

   豪雨や地震等の必要な安全基準を満たしていない「防災重点農業用ため池」の防災

工事を実施します。 

                   ・調査計画  ２地区（  １５，０００千円） 

                   ・防災工事  ２地区（１１５，０００千円） 

 

（２）地すべり防止区域保全対策           ７箇所（ ２２，５００千円） 

      地すべり防止区域の各施設について、補修工事や地下水観測業務を実施します。 

                    

（３）基幹農業水利施設管理             ４箇所（  ４，０００千円） 

      県管理頭首工の維持管理及び緊急時の対応を行います。 

［お問い合わせ先：農政部農村整備課整備係 027-226-3160（直通）］ 
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農村地域防災減災 

【予算額 ６６０,３６５千円】 
 

 
対策のポイント 

  

豪雨・地震等による災害を防止し、農村地域の防災力の向上を図るための総合

的な防災・減災対策を実施します。 

 
 

 
〈背景／課題〉 

・安定的な農業経営や安全･安心な農村生活を実現するためには、農業用施設の整備状況

や利用状況等を把握し、農村地域全体における災害対策上の課題を整理した上で、地

域の実情に即した整備を実施することが重要です。 

・また、全国各地で発生するおそれのある多様な災害に対して、緊急性や重要性の観点

から優先度に応じて事業を推進する必要があります。 

・このため、防災減災対策を実施し、効果的に農業生産の維持や農業経営の安定、環境

保全を図り、災害に強い農村づくりを推進します。 
 

 
政策目標 

  

・決壊した場合に人的被害を与えるおそれがある農業用ため池（防災重点農業用

ため池）の豪雨・地震時の安全性を確認し、計画的にため池対策に取り組みま

す。 

・ため池等の改修・補強対策や、石綿管対策を実施し、農村地域の防災安全度の

向上と地域環境の保全を図ります。 

 

 

 
〈主な内容〉 

 （１）ため池整備                  ５地区（２６０，０００千円） 

詳細調査の結果、安全性が低いと判断された防災重点農業用ため池において、豪雨

・地震に対する改修・補強対策を実施します。 

 

（２）用排水施設等整備               １地区（ ４１，０００千円） 

農業用用排水路からの溢水等による農地の湛水被害を防止するため、農業用用排水

路の断面拡幅等の整備を実施します。 

 

（３）特定農業用管水路等特別対策          ７地区（３１７，０００千円） 

農業用の石綿セメント管の撤去等の対策を行うとともに、石綿を有しない管水路へ

と更新します。 

 

（４）農業用河川工作物応急対策対策         １地区（ ３６，３６５千円） 

河川管理上支障のある農業用水路等の河川工作物の改修及び補強等の整備を支援

します。 

 

（５）地すべり対策                 １地区（  ６，０００千円） 

地すべり防止区域において、地すべりの挙動を抑制するための対策を行います。 

［お問い合わせ先：農政部農村整備課整備係 027-226-3160（直通）］ 


